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(57)【要約】
　ライティングシステムが第１の波長（λ１）の励起放
射光を生成および放射するよう作動できる少なくとも１
つの励起源（５）、好ましくはＬＥＤ；少なくとも１つ
の源（５）を少なくとも一部において囲むように構成さ
れ、そこから遠隔に位置するシェード（４）；およびシ
ェード（４）の少なくとも一部の中または表面に備えら
れる少なくとも１つの蛍光体（１６）を含み、蛍光体（
１６）は入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を
発する。蛍光体はシェードの外側または内側表面の一部
に備えられることができる。代替として、または追加で
、蛍光体はシェードの内に組み入れられる。ライティン
グシステムは、吊り下げ式、机用、床スタンド型、壁面
に取付可能な、スポット用、屋外用、またはアクセント
ライティング器具として特に適用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の波長（λ１）の励起放射光を生成および放射するよう作動できる少なくとも１つ
の励起源（５）；
　少なくとも１つの源（５）を少なくとも一部において囲むように構成され、そこから遠
隔に位置するシェード（４）および
　シェードの少なくとも一部に備えられる少なくとも１つの蛍光体（１６）を含み、
　蛍光体（１６）が入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発する、
　ライティングシステム（１、１８、２３、２５）。
【請求項２】
　シェードが、励起エネルギが励起源からシェードへの少なくとも１センチメートルの距
離を移動するように構成される、請求項１のライティングシステム。
【請求項３】
　少なくとも１つの蛍光体（１６）が、シェード（４）の内側表面の少なくとも一部に備
えられたもの；シェード（４）の外側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェード
（４）の少なくとも一部の内に組み入れられたもの、およびそれらの組み合わせからなる
群より選択される、請求項１のライティングシステム。
【請求項４】
　シェードの内側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェードの外側表面の少なく
とも一部に備えられたもの；第１の蛍光体をシェードの内側表面の少なくとも一部に、お
よび第２の蛍光体をシェードの外側表面の少なくとも一部に備えるもの；シェード（４）
の少なくとも一部の内に組み入れられたもの、およびそれらの組み合わせからなる群より
選択される、第１および第２の蛍光体をさらに含む、請求項１のライティングシステム。
【請求項５】
　第１および第２の蛍光体がそれぞれの層を含む、請求項４のライティングシステム。
【請求項６】
　第１および第２の蛍光体が少なくとも１つの層において混合物として備えられた、請求
項４のライティングシステム。
【請求項７】
　少なくとも１つの蛍光体に向かって励起放射光を反射するように構成される反射体（２
１ａ）をさらに含む、請求項１のライティングシステム。
【請求項８】
　励起源（５）が発光ダイオードを含む、請求項１のライティングシステム。
【請求項９】
　励起源（５）が、３５０から５００ｎｍの範囲の波長の放射光を発するよう作動できる
、請求項１のライティングシステム。
【請求項１０】
　励起源と熱的に連通するヒートシンク手段をさらに含む、請求項１のライティングシス
テム。
【請求項１１】
　システムが、吊り下げ式（１８）、机用、床スタンド型、壁面に取付可能な（２５）、
天井に取付可能な、スポット用、屋外用（１）、およびアクセントライティング器具から
なる群より構成される、請求項１のライティングシステム。
【請求項１２】
　周辺光の存在を検出するための光感知手段、および周辺光が所定の閾値を下回ると自動
的にライティングシステムを切り替えるための回路手段（１１）をさらに含む、請求項１
のライティングシステム。
【請求項１３】
　励起源を動作させるために電気的エネルギを生成するための太陽光発電手段（９）をさ
らに含む、請求項１２のライティングシステム。
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【請求項１４】
　第１の波長（λ１）の励起放射光を生成および放射するよう作動できる少なくとも１つ
の励起源（５）；
　少なくとも１つの源（５）を少なくとも一部において囲むように構成され、そこから遠
隔に位置するシェード（４）であって、かつ、少なくとも１つの蛍光体（１６）がシェー
ドの少なくとも一部に備えられるシェード
を含むタイプの、ライティングシステム（１、１８、２３、２５）のためのシェード（４
）。
【請求項１５】
　シェードが、励起エネルギが励起源からシェードへの少なくとも１センチメートルの距
離を移動するように構成される、請求項１４のシェード。
【請求項１６】
　少なくとも１つの蛍光体（１６）が、シェード（４）の内側表面の少なくとも一部に備
えられたもの；シェード（４）の外側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェード
（４）の少なくとも一部の内に組み入れられたもの；およびそれらの組み合わせからなる
群より選択される、請求項１４のシェード。
【請求項１７】
　シェードの内側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェードの外側表面の少なく
とも一部に備えられたもの；第１の蛍光体をシェードの内側表面の少なくとも一部に、お
よび第２の蛍光体をシェードの外側表面の少なくとも一部に備えるもの；シェード（４）
の内に組み入れられたもの；およびそれらの組み合わせからなる群より選択される、第１
および第２の蛍光体をさらに含む、請求項１４のシェード。
【請求項１８】
　第１および第２の蛍光体がそれぞれの層を含む、請求項１６のライティングシステム。
【請求項１９】
　第１および第２の蛍光体が少なくとも１つの層において混合物として備えられた、請求
項１６のライティングシステム。
【請求項２０】
　波長３５０から５００ｎｍの励起放射光を生成および放射するよう作動できる少なくと
も１つの発光ダイオード（５）；
　少なくとも１つの発光ダイオード（５）を少なくとも一部において囲むように構成され
、そこから遠隔に位置するシェード（４）；
　シェードの少なくとも一部に備えられた少なくとも１つの蛍光体（１６）であって、蛍
光体（１６）が入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発し；および
　発光ダイオードを動作させるために電気的エネルギを生成するための太陽光発電手段（
９）
を含む、ライティングシステム（１）。
【請求項２１】
　シェードが、励起エネルギが励起源からシェードへの少なくとも１センチメートルの距
離を移動するように構成される、請求項２０のライティングシステム。
【請求項２２】
　周辺光の存在を検出するための光感知手段、および周辺光が所定の閾値を下回ると自動
的にライティングシステムを切り替えるための回路手段（１１）をさらに含む、請求項２
０のライティングシステム。
【請求項２３】
　周辺光が所定の閾値を下回るとライティングシステムに電力を供給するための再充電可
能な電力源（２３）、太陽光発電手段からの再充電可能な電力源を再充電するようさらに
作動できる回路手段（１１）をさらに含む、請求項２２のライティングシステム。
【請求項２４】
　少なくとも１つの蛍光体（１６）が、シェード（４）の内側表面の少なくとも一部に備
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えられたもの；シェード（４）の外側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェード
（４）の少なくとも一部の内に組み入れられたもの；およびそれらの組み合わせからなる
群より選択される、請求項２０のライティングシステム。
【請求項２５】
　シェードの内側表面の少なくとも一部に備えられたもの；シェードの外側表面の少なく
とも一部に備えられたもの；第１の蛍光体をシェードの内側表面の少なくとも一部に、お
よび第２の蛍光体をシェードの外側表面の少なくとも一部に備えるもの；シェード（４）
の内に組み入れられたもの；およびそれらの組み合わせからなる群より選択される、第１
および第２の蛍光体をさらに含む、請求項２０のライティングシステム。
【請求項２６】
　第１および第２の蛍光体がそれぞれの層を含む、請求項２５のライティングシステム。
【請求項２７】
　第１および第２の蛍光体が少なくとも１つの層において混合物として備えられた、請求
項２５のライティングシステム。
【請求項２８】
　波長３５０から５００ｎｍの励起放射光を生成および放射するよう作動できる少なくと
も１つの発光ダイオード（５）；
　少なくとも１つの発光ダイオード（５）を少なくとも一部において囲むように構成され
、そこから遠隔に位置するシェード（４）；
　シェードの少なくとも一部に備えられた少なくとも１つの蛍光体（１６）であって、蛍
光体（１６）が入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発し；および
　少なくとも１つの発光ダイオードと熱的に連通するヒートシンク手段
を含む、ライティングシステム。
【請求項２９】
　シェードが、励起エネルギが励起源からシェードへの少なくとも１センチメートルの距
離を移動するように構成される、請求項２８のライティングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードに基づくライティングシステムに関し、特に蛍光体（フォト
ルミネッセント）材料を利用して所望の光の色を生成するシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ソリッドステート半導体装置、たとえば半導体発光ダイオード（ＬＥＤ）の導入で、新
しい世代のライティングシステムが出現できるようになった。今日、ＬＥＤを利用したラ
イティング器具設計は、ＬＥＤ（またはＬＥＤのアレイ）が従来の光源、たとえば白熱電
球および蛍光ランプに取って代わるシステムに限定される。従来の光源で知られているよ
うに、ランプまたはライトのシェードが、光源を直接見ることを防止するため、および美
観を考慮するために用いられる。シェードは、半透明材料、たとえば紙、織物材またはプ
ラスチック材料から、あるいはガラスから作られることが多い。その上、シェードは着色
材料で作ることができ、シェードによって透過された光に所望の色を付与するためのフィ
ルタとして作用できる。
【０００３】
　選択された発光色を生じさせるために、ＬＥＤは蛍光体層を組み入れることが多く、Ｌ
ＥＤからの励起放射光（光）に応じて発せられた蛍光体層の光は、ＬＥＤからの光と組み
合わさって選択された発光色を生じさせる。このようなライティングシステムにおいて、
さらなる構成要素、たとえば光反射面、光拡散部品、およびカラーフィルタを組み入れる
のが通例である。
【０００４】
　典型的には、蛍光体は、ＬＥＤの作製中に、ＬＥＤチップの発光表面に近接して、また
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は接触して、ＬＥＤチップパッケージに組み入れられる。多くの場合、蛍光体層はＬＥＤ
を直接被覆して、生成光の所望の強度および色を実現する。本発明者らの同時係属中の米
国特許出願第１１／６４０，５３３号において開示されているように、その内容が参照に
より本明細書に組み入れられ、ＬＥＤパッケージの作製を容易にするために、蛍光体は光
学部品の表面に備えられ、またはその部品、典型的にはレンズ、に一体化して組み入れら
れることもできる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、ソリッドステート部品に基づいて改良されたライティングシステムを提供す
る取り組みにおいて生ずるが、生成した光の出力においてより大きい柔軟性を提供するこ
とによって向上する。本発明によると、第１の波長の励起放射光を生成および放射するよ
う作動できる少なくとも１つの励起源；少なくとも１つの源を少なくとも一部において囲
むように構成され、そこから遠隔に位置するシェードおよびシェードの少なくとも一部に
備えられる少なくとも１つの蛍光体を含み、蛍光体が入射励起放射光に応じて異なる波長
の放射光を発する、ライティングシステムが提供される。本発明の特に有利な点は、透過
された光の選択された色をフィルタリングする（選択的に遮断する）公知のライティング
システムと比較して所与のＬＥＤ入力電力レベルの明るさについての効率を向上させる蛍
光体の使用にある。
【０００６】
　本発明の状況において、シェードは励起源から遠隔に位置し、励起エネルギが励起源か
らシェードへの少なくとも１センチメートルの距離を移動し、自由空間を伝播する（つま
り、光学媒体に導かれない）ように構成される。
【０００７】
　少なくとも１つの蛍光体はシェードの内側表面の少なくとも一部に備えられることがで
きる。代替として、または追加で、少なくとも１つの蛍光体はシェードの外側表面の少な
くとも一部に備えられることができる。さらなる実施形態において、少なくとも１つの蛍
光体は、シェードの少なくとも一部の内に組み入れられる。シェードと一体化した部品と
して蛍光体を組み入れることは、シェードがプラスチック材料で作製される場合、作製を
容易にする。
【０００８】
　もう一つの実装において、蛍光体を柔軟性のあるシート材料に組み入れることができ、
その後シェードの内側に挿入して適用され得る。
【０００９】
　ライティングシステムは第１および第２の蛍光体を備えることをさらに含むことができ
る。このような配置は、シェードを通過する放射光およびシェードの開口部から出る放射
光が異なる色の光を生成するのを可能にする。第１および第２の蛍光体は、それぞれの層
を含むこと、または少なくとも１つの層において混合物として備えられること、またはシ
ェード内に混合物として組み入れられることができる。
【００１０】
　励起源が好ましくは発光ダイオード、または複数の発光ダイオードを含む。好ましくは
、ＬＥＤは３５０から５００ｎｍ、つまりＵＶから青色光の範囲の波長の放射光を発する
よう作動できる。
【００１１】
　もう一つの配置において、ライティングシステムは少なくとも１つの蛍光体に向かって
励起放射光を反射するように構成される反射体をさらに含む。反射体は出力される光の強
度を増し、ＵＶ放射源を利用するシステムの場合、人間の目への損傷からの保護を提供す
る。励起源によって生成された熱を放散するために、ライティングシステムは励起源と熱
的に連通するヒートシンク手段をさらに含む。１つの配置において、ヒートシンク手段は
ライティング器具の一部として作製される。
【００１２】
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　本発明は、吊り下げ式（ペンダント式）、机用、壁面に取付可能な、天井に取付可能な
、スポット用、屋外用、およびアクセントライティング器具として特に適用される。ライ
ティング器具が屋外ライティング器具、典型的には庭用ライティング器具すなわちガーデ
ンランタンを含む場合、システムは周辺光の存在を検出するための光感知手段、および周
辺光が所定の閾値を下回ると自動的にライティングシステムを切り替えるための回路手段
をさらに含む。このようなライティング機構は、緊急用ライティングにも適用される。そ
の上、ライティングシステムは励起源を動作させ、ランタンに電力を供給するための１以
上のバッテリを充電するために電気的エネルギを生成するための太陽光発電手段をさらに
含む。
【００１３】
　本発明のさらなる態様によると、第１の波長の励起放射光を生成および放射するよう作
動できる少なくとも１つの励起源；少なくとも１つの光源を少なくとも一部において囲む
ように構成され、そこから遠隔に位置するシェードであって、少なくとも１つの蛍光体が
シェードの少なくとも一部に備えられるシェードを含むタイプのライティングシステムの
ためのシェードが提供される。本発明の第１の態様に従ったライティングシステムと同様
に、シェードは励起源から遠隔に位置し、励起エネルギが励起源からシェードへの少なく
とも１センチメートルの距離を移動（放射）し、自由空間を伝播する（つまり、光学媒体
に導かれない）ように構成される。
【００１４】
　少なくとも１つの蛍光体は、シェードの内側または外側表面の少なくとも一部に備えら
れること、あるいはシェードの少なくとも一部の内に組み入れられることができる。その
上、シェードは、シェードの内側または／および外側表面の少なくとも一部に、あるいは
シェードの内に組み入れられた第１および第２の蛍光体をさらに含むことができる。第１
および第２の蛍光体は、それぞれの層を含むこと、または少なくとも１つの層において混
合物として備えられることができる。
【００１５】
　本発明のいっそうさらなる態様によると、波長３５０から５００ｎｍの励起放射光を生
成および放射するよう作動できる少なくとも１つの発光ダイオード；少なくとも１つの発
光ダイオードを少なくとも一部において囲むように構成され、そこから遠隔に位置するシ
ェード；シェードの少なくとも一部に備えられた少なくとも１つの蛍光体であって、蛍光
体が入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発し；および発光ダイオードを動作さ
せるために電気的エネルギを生成するための太陽光発電手段、典型的には太陽電池を含む
、ライティングシステムが提供される。シェードは、励起エネルギが励起源からシェード
への少なくとも１センチメートルの距離を移動し、自由空間を伝播する（つまり、光学媒
体に導かれない）ように構成される。
【００１６】
　１つのアレンジにおいて、ライティングシステムは、周辺光の存在を検出するための光
感知手段、例としてフォトダイオード、および周辺光が所定の閾値を下回ると自動的にラ
イティングシステムを切り替えるための回路手段をさらに含む。その上、ライティングシ
ステムは、周辺光が所定の閾値を下回るとライティングシステムに電力を供給するための
再充電可能な電力源、太陽光発電手段からの再充電可能な電力源を再充電するようさらに
作動できる回路手段をさらに含む。
【００１７】
　本発明の第１の態様に従ったライティングシステムと同様に、少なくとも１つの蛍光体
が、シェードの内側または外側表面の少なくとも一部に備えられること、あるいはシェー
ドの少なくとも一部の内に組み入れられることができる。
【００１８】
　本発明のもう一つの態様によると、波長３５０から５００ｎｍの励起放射光を生成およ
び放射するよう作動できる少なくとも１つの発光ダイオード；少なくとも１つの発光ダイ
オードを少なくとも一部において囲むように構成され、そこから遠隔に位置するシェード
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；シェードの少なくとも一部に備えられた少なくとも１つの蛍光体であって、蛍光体が入
射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発し；および発光ダイオードを動作させるた
めに基幹電力を変換するための電力駆動回路を含む、ライティングシステムが提供される
。
【００１９】
　本発明のいっそうさらなる態様によると、波長３５０から５００ｎｍの励起放射光を生
成および放射するよう作動できる少なくとも１つの発光ダイオード；少なくとも１つの発
光ダイオードを少なくとも一部において囲むように構成され、そこから遠隔に位置するシ
ェード；シェードの少なくとも一部に備えられた少なくとも１つの蛍光体であって、蛍光
体が入射励起放射光に応じて異なる波長の放射光を発し；および少なくとも１つの発光ダ
イオードと熱的に連通するヒートシンク手段を含む、ライティングシステムが提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明がよりよく理解されるために、ここで、例としてのみ添付の図面を参照しながら
、本発明の実施形態を説明する：
【図１】屋外ライティング器具を含む本発明に従ったライティングシステムの概略断面図
である；
【図２ａ】図１のライティング器具で用いるための光学的筐体配置、シェードの概略図で
ある；
【図２ｂ】図１のライティング器具で用いるための光学的筐体配置、シェードの概略図で
ある；
【図２ｃ】図１のライティング器具で用いるための光学的筐体配置、シェードの概略図で
ある；
【図３】吊り下げ式すなわちペンダント式ライティング器具を含む本発明に従ったライテ
ィングシステムの概略断面図である；
【図４】壁面用または壁取付用燭台式ライティング器具を含む本発明に従ったライティン
グシステムの概略断面図である；ならびに
【図５】壁面または隔壁用のライティング器具を含む本発明に従ったライティングシステ
ムの部分断面斜視図である。
【００２１】
〔発明の詳細な説明〕
　図１を参照すると、屋外ライティング器具すなわち太陽電池式ガーデンランタン１を含
む本発明に従ったライティングシステムの概略断面図が示されている。ランタン１は一般
的に円筒形の形状であり、円形の底面２、円形の上面３、底面と上面との間に配置された
半透明で中空の円筒形シェード４、および底面２および上面３と連携してシェード４によ
って定義されたスペース内に取り付けられた放射源５を含む。スパイク６は底面２の下面
に固定されて、地面７の中にスパイク６を挿入することによってランタン１の設置を可能
にする。図示されている実施形態において、スパイク６はねじ込みスタッド８によって底
面２に取り外し可能に固定され、スタッド８はスパイク以外の器具、たとえば壁面ブラケ
ット等へのランタン１の固定を可能にする。
【００２２】
　上面３の外側表面において、入射周辺光１０からランタン１を動作させるために太陽電
池、光発電電池、９が備えられる。上面３内に収納されているのは、ランタン１を動作さ
せるための制御／駆動回路１１、および低い周辺光レベルでランタンに電力を供給するた
めの再充電可能なバッテリ１２である。周辺光センサ（図示せず）が太陽電池９内に備え
られ、回路１１がランタンを作動させる点である、所定の閾値を入射周辺光１０が下回る
ときを検出するように構成される。回路１１は、周辺光が閾値レベルを上回ると、太陽電
池９からバッテリ１２に再充電するように構成される。
【００２３】
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　反射体１３、１４は、それぞれ、底面２および上面３の上および下表面に備えられて、
ランタンによって生成された光１５の明るさを増す。シェード４の内側曲面状表面には、
蛍光体１６の層が備えられる。公知のように、蛍光体は、選択された波長または波長範囲
の励起放射光にさらされると、放射光、典型的には光を生成するフォトルミネッセント材
料である。図示されている実施形態において、励起放射源５は、３００から３５０ｎｍ（
紫外）または３５０ｎｍより大きい範囲、典型的には４２０ｎｍから４７０ｎｍ（青色）
の範囲における波長λ１の励起放射光を生成するよう作動できる発光ダイオード（ＬＥＤ
）またはＬＥＤのアレイを含む。任意の適切な蛍光体、たとえば例としてオルトケイ酸塩
、ケイ酸塩およびアルミン酸塩材料を用いることができる。ＵＶよりむしろ青色光を発す
るＬＥＤ５を用いるのが好ましく、ユーザの目への損傷および便宜上プラスチック材料で
作られているシェード材料の劣化のいかなる可能性も少なくするためである。
【００２４】
　本発明の文脈において、シェードとは、光源を少なくとも部分的に取り囲み、そこから
遠隔に位置しており、および実質的に透明、半透明、または不透明であることができる光
学的筐体として定義される。放射源５は、源によって発せられた励起エネルギが励起源か
らシェード（蛍光体）への少なくとも１センチメートルの距離で放射される、つまり自由
空間を伝播する（つまり、光学媒体に導かれない）ように、シェード４の表面から遠隔に
位置する（特に蛍光体から遠隔に位置する）。ランタンが白色光１５を生成することを必
要とする場合、黄色（６５０ｎｍ）放出性蛍光体１６が備えられる。典型的には微細な粉
末を含む蛍光体は、エポキシ樹脂またはシリコーンまたは他のバインダ材料の一部として
、塗装または他の堆積技術によってシェードを被覆できる。蛍光体層１６の厚みおよびバ
インダ内の蛍光体粉末の濃度が、ランタンによって発せられる光の色を決定する。代替ア
レンジにおいては、蛍光体をポリマー材料すなわちシリコーンの中に組み入れること、お
よび柔軟性のあるシートとして作製し、その後シェードの内側に挿入することができる。
ランタンによって発せられる光１５の色が、蛍光体組成物を適切に選択することによって
制御できることは、認識されるだろう。
【００２５】
　図２ａ～２ｃを参照すると、図１のランタンにおいて用いるための代替シェード配置４
の概略図が示されている。図示されている各シェード配置は中空の円筒形の形状であるが
、任意の形状、たとえば多角形および多面体の形状を取ることができることが認識される
だろう。図２ａは、蛍光体１６がシェード４の内側曲面状表面に層として備えられるシェ
ードを示す。シェードは、任意の半透明または透明材料、たとえばガラスまたはプラスチ
ック材料から作製できる。図２ｂは、蛍光体１６がシェード４の外側曲面状表面に備えら
れるシェードを示す。有利には、シェードの内側曲面状表面は何らかの形の表面トポロジ
ー、たとえば縦リブ／溝１７または表面の粗さを含み、ＬＥＤからの光がシェードの中に
結合するのを支援し、それによってランタンから出力される光を最大化する。その上、こ
のような表面トポロジーは、どこに蛍光体を備えるかにかかわらず、代替として、または
追加でシェードの外側表面に適用できる。図２ｃは、シェードの作製中に、蛍光体がシェ
ード材料に一体化して組み入れられた（全体に分散された）シェード４を図示する。典型
的には、このように配置されたシェードはプラスチック材料を含む。
【００２６】
　図３を参照すると、吊り下げ式、すなわちペンダント式ライティング器具１８を含む本
発明に従ったライティングシステムの概略断面図が示されている。本明細書全体で、同じ
参照番号が同様の部品を表すのに用いられている。
【００２７】
　吊り下げ式器具１８は、ねじ込み取り付け具２０によってシェード４に固定されたケー
ブル１９によってぶら下げられている。取り付け具２０は、ケーブル１９と取り付け具２
０との間の固定された関係を維持するためのケーブルクランプ（図示せず）を含むことが
できる。図示されている実施形態において、蛍光体１６は、半透明材料で作られたシェー
ド４の内側表面に備えられる。図示されているように、ＬＥＤ５はケーブル１９に直接接
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続でき、または取り付け具の一部としてコネクタ機構を備えることができる。放物面反射
体２１は、図３における２１ａおよび２１ｂとして表示された２つの代替配置のうちの１
つに備えられ、そのうち後者の反射体は破線によって表示されている。第１のアレンジに
おいて、反射体２１ａはＬＥＤ５の下方に備えられ、ＬＥＤからシェード４に向かって発
せられた放射光を反射し、それによってＬＥＤから放射光が直接発せられるのを防止する
ようにアレンジされる。このようなアレンジは、ライティング器具から均一な色の放射光
２２が発せられるのを確実にするのに特に有利である。その上、ＵＶを発するＬＥＤが用
いられるとき、反射体はさらにユーザの目への損傷を防止し、およびシェードの開放端を
わたるＵＶフィルタの必要性を排除する。第２のアレンジにおいて、反射体２１ｂはＬＥ
Ｄ５の上方に備えられ、ライティング器具の開放端からの放射光を反射するようにアレン
ジされる。
【００２８】
　１つの実施形態において、下向きの方向へ白色光２２およびシェードからの異なる着色
された光１５を生成することを意図して、青色ＬＥＤが黄色蛍光体および反射体２１ｂの
アレンジ物とともに利用される。蛍光体１６によって生成された黄色光と組み合わされて
下向きの方向へ放射される、ＬＥＤ５によって生成された青色光は、目には白い色に見え
る放射光２２を発する。加えて、シェードを通って透過された光１５は、白色光２２より
もより黄い色に見えるだろう。シェードによって発せられた光の正確な色は、蛍光体層１
６の厚みおよび密度によるだろう。その上、シェードによって生成された光の色は、１以
上の異なる色の蛍光体、たとえば例として緑色、橙色、または赤色蛍光体を備えることに
よって調整できることが認識されるだろう。
【００２９】
　代替アレンジにおいて、実質的に単色の光１５、２２を生成することを意図するとき、
ＵＶ／青色ＬＥＤが、黄色蛍光体および反射体２１ａのアレンジ物とともに利用される。
下向きの方向へ放射される、ＬＥＤ５によって生成されたＵＶ／青色光は、ライティング
機構によって直接発せられるよりむしろ蛍光体に向かって反射され返す。反射された光は
、ライティング機構から発せられた着色された光２２、１５を発する蛍光体を励起する。
【００３０】
　図４を参照すると、壁面用、または壁取付用燭台式ライティング器具２３を含む本発明
に従ったライティングシステムの概略断面図が示されている。ライティング器具２３は、
シェード４が取り付けられたブラケットすなわち壁取付用燭台２４を含む。図示されてい
る実施形態において、器具は上向きのライティング機構として構成されているが、他の変
化、たとえば下向きのライティングまたは後ろ向きのライティングもシェード４を適切に
構成することによって直ちに実装できる。図３の実施形態との関係で説明されるように、
ライティング機構は、シェードを通って透過してシェードの開口部から発せられた光とは
異なる着色された光を発するように構成できる。ライティング器具は適当な電力駆動回路
を含むことができ、基幹電源から器具を動作させることを可能にする。
【００３１】
　図５を参照すると、壁面に取付可能な、または天井に取付可能なライティング器具すな
わち隔壁用ライト２５を含む本発明に従ったライティングシステムの部分断面斜視図が示
されている。器具は、円形収納部２６および環状の着脱可能な前板２７を含む。収納部２
６は、図示されている実施形態においては円形の板を含むシェード４を受けるように構成
された内側前面の凹み２８を含む。前板２７は、ねじ込み器具２９によって収納部２６に
固定され、収納部２６は、有利にはシェード４に向かって光を反射するための反射性内側
表面（図示せず）を含む。収納部２６は、不透明材料、たとえば金属またはプラスチック
材料で作られることができ、光１５がシェード４からのみ発せられることを確実にする。
代替アレンジにおいて、収納部は、ライティング器具２５がその外周の周りで異なる着色
された光を発するように異なる蛍光体材料を含む半透明／透明材料で作られる。
【００３２】
　本発明の範囲から逸脱することなく、開示されたライティング機構についての変形を作



(10) JP 2010-520604 A 2010.6.10

10

ることができることは、当業者には直ちに明らかだろう。例として、ガーデンランタン、
ペンダント式ライティングシステム、および壁面用ライティングシステム類の形で例示的
な実装が説明されてきた一方で、本発明は他のライティングシステム、たとえば例として
机用、天井用、フラッシュ、床スタンド型、スポット用、アクセント、および上向きのラ
イティング器具に直ちに適用できる。
【００３３】
　その上、任意のライティング器具は太陽電池、バッテリによって、または基幹供給源か
ら電力を供給できることが認識されるだろう。後者の場合には、ライティング器具は、有
利には電力変換器、たとえば固体スイッチモード電源をさらに含み、ＬＥＤ駆動のために
基幹電力を１１０～２２０ボルトから３．３ボルト２０ｍＡに変換する。加えて、ライテ
ィングシステムは、有利にはＬＥＤの冷却を提供するためにＬＥＤと熱的に連通するヒー
トシンクを、例として器具の一部として、さらに組み入れる。さらには、シェードは必要
とされる適用例、たとえば例として：球形の、たとえば実質的に励起源を取り囲む、閉鎖
された形状、多角形の形状、または多面体の形状等を満たす任意の形状に作られることが
できることは、当業者には明らかだろう。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】
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